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１．件 名：女川原子力発電所２号炉の設置変更許可申請（有毒ガス防護）に係

る資料提出 

２．日 時：令和４年４月８日 １０時００分～１０時０５分 

３．場 所：原子力規制庁 ８階Ａ会議室 

４．出席者 

原子力規制庁： 

（新基準適合性審査チーム） 

建部主任安全審査官、土居安全審査専門職 

 

東北電力株式会社：東京支社 課長 

 

５．要 旨 

（１）東北電力株式会社から、女川原子力発電所２号炉の設置変更許可申請（有

毒ガス防護）について、資料が提出された。 

 

６．その他 

提出資料： 

（１）女川原子力発電所２号炉 発電用原子炉の設置変更（２号発電用原子炉

施設の変更）に係る実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則第３

条の２の４発電用原子炉の運転に要する核燃料物質の取得計画について

（Ｏ２－Ｇ－００１（改２）） 

（２）女川原子力発電所２号炉 原子力事業者の技術的能力に関する審査指針

への適合性について（有毒ガス防護）（Ｏ２－Ｇ－００２（改４）） 

（３）女川原子力発電所２号炉 中央制御室，緊急時対策所及び重大事故等対

処上特に重要な操作を行う地点の有毒ガス防護について（Ｏ２－Ｇ－０

０３（改９）） 

（４）女川原子力発電所２号炉 実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規

則第５条第２項第１１号発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品

質管理に必要な体制の整備について（Ｏ２－Ｇ－００４（改３）） 

（５）女川原子力発電所２号炉 発電用原子炉の設置変更（２号発電用原子炉

施設の変更）に係る原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第１号（平

和目的）基準への適合について（Ｏ２－Ｇ－００５（改１）） 

（６）女川原子力発電所２号炉 原子力事業者の技術的能力に関する審査指針

への適合性について 比較表（Ｏ２－Ｇ－００６（改３）） 

（７）女川原子力発電所２号炉 中央制御室，緊急時対策所及び重大事故等対

処上特に重要な操作を行う地点の有毒ガス防護について 比較表（Ｏ２

－Ｇ－００７（改７）） 

（８）女川原子力発電所２号炉 実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規
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則第５条第２項第１１号発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品

質管理に必要な体制の整備について 比較表（Ｏ２－Ｇ－００８（改２）） 

（９）女川原子力発電所２号炉 発電用原子炉の設置変更（２号発電用原子炉

施設の変更）に係る原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第１号（平

和目的）基準への適合について 比較表（Ｏ２－Ｇ－００９（改１）） 

（１０）女川原子力発電所２号炉 発電用原子炉設置変更許可申請の概要【有

毒ガス防護について】（Ｏ２－Ｇ－０１０（改８）） 

（１１）女川原子力発電所２号炉 指摘事項に対する回答整理表（有毒ガス防

護）（Ｏ２－Ｇ－０１１（改８）） 

（１２）女川原子力発電所２号炉 原子力事業者の技術的能力に関する審査指

針への適合性について 比較表（女川２号炉 適合性審査時との比較）

（Ｏ２－Ｇ－０１２（改３）） 

（１３）女川原子力発電所２号炉 発電用原子炉設置変更許可申請書（添付書

類十一） 比較表（Ｏ２－Ｇ－０１３（改３）） 

以上

 


